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「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

応募対象　令和元年8月生まれの赤ちゃん　　応募期限　6月30日（火） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください □問企画課　蕁388‐1113

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 

恒成一駕 
つね  なり いち  か  

（田代） 
くん 

令和元年6月12日生 
中島大喜・友莉恵さんの子 

中島紗菜 
なか  しま さ  な  

（中新町） 
ちゃん 

いっぱいお話してくれるように
なったね螢 
これからも元気に育ってね。 

いつも笑顔のさなちゃん螢 
これからもお姉ちゃんと一緒に 
その笑顔でみんなを幸せにして
ね！ 

令和元年6月14日生 
恒成敦博・歩美さんの子 

城田陽 
しろ  た  よう 

（東陽町） 
くん 

令和元年6月20日生 
水口 勝登・由加里さんの子 

水口愛梨 
みず  ぐち  あい  り 

（円城寺） 
ちゃん 

陽君！1歳の誕生日おめでとう螢 
産まれてきてくれてありがとう。 
いっぱい食べてすくすく育ってね！ 

ニコニコ笑顔がとってもかわい
い愛梨ちゃん螢� 
これからもその笑顔をいっぱい
見せてね。 

令和元年6月28日生 
城田翼・詩織さんの子 

世帯主の皆さん 

※給付金の申請書は世帯主宛に5月11日・12日に郵送しました。申請には期限がありますので、早めの申請をお願いしま
す。なお、給付金は、申請書の役場到着日（オンライン申請の場合は申請翌日）から5日程度（土日祝日除く）で、ご指定口
座に振込まれます。また、支給が完了した世帯には、6月中旬より「支給決定及び振込完了通知書」を郵送します。 

□問企画課　蕁388‐1113

申請期限 

特別定額給付金（一律10万円給付） 
の申請はお早めに！！ 

8月14日（金） 消印有効 
特別定額給付金　P.20

　特別定額給付金（一律10万円給付）の申請を受け付け

ています。役場・笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館・

福祉健康センターでは、郵送申請に必要な本人確認書類

や通帳の写しをとるためのコピー機を無料でご利用いた

だけます。 

　給付金関連の詐欺が増加していますので、役場職員 

をかたった電話やメールには十分ご注意ください。 

　町では、マスクボックスや郵送に

よるマスクの寄附を受け付けていま

す。ご家庭で使用予定のないマスク

や未使用の手作りマスクをご寄附い

ただける方は、ぜひご協力をお願い

します。今月号の表紙写真はマスク 

ボックスに寄せられた善意 

のマスクです。 

申請期限 8月14日（金） 

コロナ予防に 
　　　善意の輪　P.2

　商工会加入飲食店のテイクアウト・デ

リバリーメニューの割引が受けられるク

ーポン券を特別定額給付金の申請書に

同封しました。また、6月中旬には、第2

弾として、業種を問わず商工会加入店で 

利用できるクーポンを発行予定です 

ので、ぜひご利用ください♪ 

クーポン券で 
町内のお店を 

お得に応援しよう！　P.20

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、皆さんの

家計や町内事業所を支援するため、経済的支援を展開

します。 

　町と契約されているすべての世帯と事業者を対象に 

水道料金の基本料金とメーター使用料 
を半年間免除します。 
　また、納税が困難な方を対象に、町税の徴収

猶予（延滞金の免除）も行っています。 

新型コロナに関する 
　　　　経済支援　P.3

¥ ×

¥ ×

¥ ×

テイクアウト・デリバリークーポンで 
まちのお店をお得に応援しよう♪ 
　町内飲食店のテイクアウト・デリバリーメニュー

の割引が受けられるクーポン券（3,000円分）を

特別定額給付金の申請書に同封して全世帯に

郵送しました。ぜひご利用ください。 

令和2年6月号 
第1117号 20



身体障害者・知的障害者相談員に委嘱 
　古田町長から身体障害者相談員と知的障害
者相談員が次の方に委嘱されました。 
【身体障害者相談員】岩田 賢一さん（田代） 

田島 佳代子さん（無動寺） 
石黒 百合子さん（瓢町） 

【知的障害者相談員】樋口 一子さん（北及） 
　家庭における養育・生活など、障がい者に関
する相談は、相談員が在宅相談（17ページ参照）
にて受け付けています。 

　大橋 房子さん（田代東）が、民生委員・児童
委員に対する厚生労働大臣特別表彰を受賞され、
4月27日に古田町長より伝達されました。 
　大橋さんは15年の長きにわたり住民の立場に
立って生活相談や助言を積極的に行われるなど、
民生委員・児童委員としての業務を献身的に務
められ、地域福祉の発展に大きく寄与されました。 

民生委員・児童委員に対する 
厚生労働大臣特別表彰 

新型コロナウイルス感染症に負けない！　～皆さんの善意が届けられています～ 
（4月14日～5月15日寄贈分・寄贈順・敬称略） 

近藤設備（田代） 飛沫感染防止用間仕切り20台 
有限会社サンエバー（岐南町） マスク2,000枚 
株式会社清水（円城寺） マスク1,500枚 
匿名 N95マスク15枚 
杉山商店株式会社（長池） マスク8,000枚 
杉山プリント（八幡町） 外出自粛を呼びかけるTシャツ20枚 
有限会社ペン・テック（羽島市） フェイスシールド50枚、 医療用サージカルマスク250枚、 
 次亜塩素酸水（300裨スプレーボトル・詰め替え1褄）7セット 
株式会社NSR（岐阜市） 布製オリジナルマスク100枚 
藤田 力（東陽町） マスク200枚 
株式会社エグゼクティブ（岐阜市） マスク5,000枚 

　町では、マスクボックスなどにご寄附いただいた善意
のマスクを、民生委員の皆さんを通じて一人暮らしの高
齢者の方などへ配布しています。マスクを受け取られた
方からは、「とてもありがたい、大切に使います」と感謝の
お声をいただいています。 
マスクボックス設置場所　役場健康介護課窓口、笠松中央公民館、総合会館、福祉健康センター 
郵送先　〒501-6063　笠松町長池408-1　笠松町福祉健康センター「善意のマスク」係 

善意の輪が広がっています！ 

新型コロナウイルス感染症に関する経済的支援を行っています 

水道料金の基本料金とメーター使用料の免除 

　町では、新型コロナウイルス感染症の拡大により日々 の生活に多大な影響を受けている町民の皆さんや

事業者を支援するため、次のとおり水道料金を免除します。 

笠松町水道事業と給水契約を締結し、水道を利用しているすべての世帯と事業者 

※免除にあたり特別な手続きはありません。 

①水道料金の基本料金 

　（2か月あたり基本料金：一律1,282円（税込））→　減額後0円 

②メーター使用料 

　（2か月あたりメーター使用料：口径により107円～4,272円（税込））→　減額後0円 

令和2年度2期分（7月請求分）～令和2年度4期分（11月請求分）の6か月間分 

（検針月では令和2年5月～10月検針分にあたります） 

※令和2年5月・6月の水道使用水量の検針時に郵便受けなどに投函済みの「水道料金・下水道使用料

のお知らせ（令和2年度2期分）」には減額前の水道料金が記載されていますが、令和2年7月の請求金

額（納入通知書、口座振替、クレジットカード）は減額後の金額となりますので、ご了承ください。 

c水道課　蕁388‐1118

町税の徴収猶予制度 

　町では、新型コロナウイルス感染症の拡大により収入が減った方など、納税が困難な方を対象に、町税

の徴収の猶予（延滞金の免除）を行っています。 

　令和2年2月から令和3年1月末までに納期限が到来する町県民税、固定資産税、

法人町民税、軽自動車税、国民健康保険税などが対象で、徴収猶予の申請を行うこと

で本来の納期限から1年以内の期間に限り徴収の猶予（延滞金の免除）が受けられ

ます。申請期限は6月30日（火）か納期限のいずれか遅い日です。申請方法などの詳

細は、町ホームページをご覧ください。 

c税務課　蕁388‐1112

▲詳しくはこちら 

 
 

免除対象者 
 
免除内容 
 
 
 
免除対象期間 

まちの話題 注目情報 
皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

令和2年6月号 
第1117号 2 令和2年6月号 

第1117号 3



身体障害者・知的障害者相談員に委嘱 
　古田町長から身体障害者相談員と知的障害
者相談員が次の方に委嘱されました。 
【身体障害者相談員】岩田 賢一さん（田代） 

田島 佳代子さん（無動寺） 
石黒 百合子さん（瓢町） 

【知的障害者相談員】樋口 一子さん（北及） 
　家庭における養育・生活など、障がい者に関
する相談は、相談員が在宅相談（17ページ参照）
にて受け付けています。 

　大橋 房子さん（田代東）が、民生委員・児童
委員に対する厚生労働大臣特別表彰を受賞され、
4月27日に古田町長より伝達されました。 
　大橋さんは15年の長きにわたり住民の立場に
立って生活相談や助言を積極的に行われるなど、
民生委員・児童委員としての業務を献身的に務
められ、地域福祉の発展に大きく寄与されました。 

民生委員・児童委員に対する 
厚生労働大臣特別表彰 

新型コロナウイルス感染症に負けない！　～皆さんの善意が届けられています～ 
（4月14日～5月15日寄贈分・寄贈順・敬称略） 

近藤設備（田代） 飛沫感染防止用間仕切り20台 
有限会社サンエバー（岐南町） マスク2,000枚 
株式会社清水（円城寺） マスク1,500枚 
匿名 N95マスク15枚 
杉山商店株式会社（長池） マスク8,000枚 
杉山プリント（八幡町） 外出自粛を呼びかけるTシャツ20枚 
有限会社ペン・テック（羽島市） フェイスシールド50枚、 医療用サージカルマスク250枚、 
 次亜塩素酸水（300裨スプレーボトル・詰め替え1褄）7セット 
株式会社NSR（岐阜市） 布製オリジナルマスク100枚 
藤田 力（東陽町） マスク200枚 
株式会社エグゼクティブ（岐阜市） マスク5,000枚 

　町では、マスクボックスなどにご寄附いただいた善意
のマスクを、民生委員の皆さんを通じて一人暮らしの高
齢者の方などへ配布しています。マスクを受け取られた
方からは、「とてもありがたい、大切に使います」と感謝の
お声をいただいています。 
マスクボックス設置場所　役場健康介護課窓口、笠松中央公民館、総合会館、福祉健康センター 
郵送先　〒501-6063　笠松町長池408-1　笠松町福祉健康センター「善意のマスク」係 

善意の輪が広がっています！ 

新型コロナウイルス感染症に関する経済的支援を行っています 

水道料金の基本料金とメーター使用料の免除 

　町では、新型コロナウイルス感染症の拡大により日々 の生活に多大な影響を受けている町民の皆さんや

事業者を支援するため、次のとおり水道料金を免除します。 

笠松町水道事業と給水契約を締結し、水道を利用しているすべての世帯と事業者 

※免除にあたり特別な手続きはありません。 

①水道料金の基本料金 

　（2か月あたり基本料金：一律1,282円（税込））→　減額後0円 

②メーター使用料 

　（2か月あたりメーター使用料：口径により107円～4,272円（税込））→　減額後0円 

令和2年度2期分（7月請求分）～令和2年度4期分（11月請求分）の6か月間分 

（検針月では令和2年5月～10月検針分にあたります） 

※令和2年5月・6月の水道使用水量の検針時に郵便受けなどに投函済みの「水道料金・下水道使用料

のお知らせ（令和2年度2期分）」には減額前の水道料金が記載されていますが、令和2年7月の請求金

額（納入通知書、口座振替、クレジットカード）は減額後の金額となりますので、ご了承ください。 

c水道課　蕁388‐1118

町税の徴収猶予制度 

　町では、新型コロナウイルス感染症の拡大により収入が減った方など、納税が困難な方を対象に、町税

の徴収の猶予（延滞金の免除）を行っています。 

　令和2年2月から令和3年1月末までに納期限が到来する町県民税、固定資産税、

法人町民税、軽自動車税、国民健康保険税などが対象で、徴収猶予の申請を行うこと

で本来の納期限から1年以内の期間に限り徴収の猶予（延滞金の免除）が受けられ

ます。申請期限は6月30日（火）か納期限のいずれか遅い日です。申請方法などの詳

細は、町ホームページをご覧ください。 

c税務課　蕁388‐1112

▲詳しくはこちら 

 
 

免除対象者 
 
免除内容 
 
 
 
免除対象期間 

まちの話題 注目情報 
皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

令和2年6月号 
第1117号 2 令和2年6月号 

第1117号 3



医療機関名 住　　所 電話番号 

子育て世代の皆さんを総合的にサポート！ 

子育て世代包括支援センターのご案内 

～子育て支援を充実しました～ 

受診票を医療機関窓口に提出し、受診することで費用の助成が受けられます。 

産後健診・産後ケア事業を実施しています 
　産後はホルモンバランスの変化、慣れない育児での疲れ、環境の変化などから、心身の不調をきた

しやすい時期です。出産後間もないお母さんの心身のケア、育児サポートを目的に、今年度から産後

健診、産後ケア事業を行っています。 

産 後 健 診 

令和2年3月1日以降に出産された方で、受診日に笠松町に住民票がある方 

①出産後2週間前後、②出産後1か月前後の2回（ただし、産後8週以内） 

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査（たん白・糖）、エジンバラ産後うつ病質問票 

産後健診票に必要事項を記入の上、受診される医療機関窓口に提出し、受診してください 

1回あたり上限5,000円 

産 後 ケ ア 

町内にお住まいの産後4か月未満の母親と乳児で、お母さんの体調や育児に不安がある方

など 

※事前に子育て世代包括支援センターまでご相談ください。 

お母さんの心身のケア、乳房ケア、育児相談、その他必要な保健指導 

ご利用希望日の3日前までに、子育て世代包括支援センターまたは役場健康介護課窓口

にて利用申請を行ってください。 

医療機関名 住　　所 

松波総合病院（産婦人科） 

石原産婦人科 

いずみレディスクリニック 

岩佐病院・岩佐マタニティ 

大塚レディスクリニック 

おおのレディースクリニック 

小倉医院 

かとうマタニティークリニック 

闍橋産婦人科 

平野総合病院 

操レディスホスピタル 

笠松町田代185番地1 

岐阜市芥見嵯峨2丁目145 

岐阜市菅生6丁目2‐4 

岐阜市八代1丁目7‐1 

岐阜市切通7丁目13‐17 

岐阜市光町1丁目44 

岐阜市長良葵町1丁目2‐3 

岐阜市芥見長山3丁目94番地2 

岐阜市梅ヶ枝町3丁目41‐3 

岐阜市黒野176番地5 

岐阜市津島町6丁目19

電話番号 

058‐322‐2558 

058‐241‐3535 

058‐296‐4141 

058‐231‐2631 

058‐245‐8838 

058‐233‐0201 

058‐231‐1573 

058‐241‐3332 

058‐263‐5726 

058‐239‐2325 

058‐233‐8811

委託医療機関 

①委託医療機関で受診する場合 

医療機関で健診費用を立て替えてお支払いください。 

健診受診後6か月以内に次のとおり申請してください。 

　申請先　子育て世代包括支援センター、役場健康介護課窓口 
　申請期限　産後健診受診後6か月以内 
　必要書類　・笠松町産後健診費助成申請書 
　　　　　　・産後健診受診票（健診結果が記入され、証明印が押印されたもの） 
　　　　　　・領収書（健診料が明記されたもの） 
　　　　　　・印鑑、申請者の口座番号のわかるもの（通帳など） 

②委託医療機関以外で受診する場合 

宿泊型 

内容 

利用回数上限 

利用料金 
（自己負担金） 

委託医療機関 

医療機関に宿泊 

6回 
（1回：1泊2日） 

1回　7,500円 

松波総合病院 
（笠松町田代185‐1） 

デイサービス型 

日帰りで施設を利用 

7回 
（1回：6時間以内） 

1回　3,750円 

松波総合病院 
（笠松町田代185‐1） 

ママ・ベビーサポートおくむら 
（笠松町清住町41‐3） 

訪問型 
助産師が利用者の 
自宅を訪問 

必要に応じて実施 

無料 

c子育て世代包括支援センター（福祉健康センター内）　蕁388‐7171

　町では、福祉健康センター内に「子育て世代包括支援セン

ター」を開設しています。妊娠期から子育て期まで、切れ目の

ないサポートをする「ワンストップ相談窓口」です。保健師、助

産師などの専門職や関係する機関（保育園・学校・医療機

関など）のスタッフと連携して、子育て世代のみなさんを総合

的にサポートします。どんな些細なことでもお気軽にご相談く

ださい。 

　また、新型コロナウイルス感染症の影響により外出したり人と会う機会が減ったことで、出産や子育

てに関する悩みや不安を一人で抱え込んでいませんか。電話相談や個別相談など、感染予防に配

慮しながら皆さんに寄り添った相談体制を充実させていますので気軽にご利用ください。 

対象者 
健診受診時期と回数 
健診内容 
受診方法 
助成金額 
助成金交付の流れ 

対象者 
 
 
事業内容 

利用方法 

令和2年6月号 
第1117号 4 令和2年6月号 

第1117号 5



医療機関名 住　　所 電話番号 

子育て世代の皆さんを総合的にサポート！ 

子育て世代包括支援センターのご案内 

～子育て支援を充実しました～ 

受診票を医療機関窓口に提出し、受診することで費用の助成が受けられます。 

産後健診・産後ケア事業を実施しています 
　産後はホルモンバランスの変化、慣れない育児での疲れ、環境の変化などから、心身の不調をきた

しやすい時期です。出産後間もないお母さんの心身のケア、育児サポートを目的に、今年度から産後

健診、産後ケア事業を行っています。 

産 後 健 診 

令和2年3月1日以降に出産された方で、受診日に笠松町に住民票がある方 

①出産後2週間前後、②出産後1か月前後の2回（ただし、産後8週以内） 

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査（たん白・糖）、エジンバラ産後うつ病質問票 

産後健診票に必要事項を記入の上、受診される医療機関窓口に提出し、受診してください 

1回あたり上限5,000円 

産 後 ケ ア 

町内にお住まいの産後4か月未満の母親と乳児で、お母さんの体調や育児に不安がある方

など 

※事前に子育て世代包括支援センターまでご相談ください。 

お母さんの心身のケア、乳房ケア、育児相談、その他必要な保健指導 

ご利用希望日の3日前までに、子育て世代包括支援センターまたは役場健康介護課窓口

にて利用申請を行ってください。 

医療機関名 住　　所 

松波総合病院（産婦人科） 

石原産婦人科 

いずみレディスクリニック 

岩佐病院・岩佐マタニティ 

大塚レディスクリニック 

おおのレディースクリニック 

小倉医院 

かとうマタニティークリニック 

闍橋産婦人科 

平野総合病院 

操レディスホスピタル 

笠松町田代185番地1 

岐阜市芥見嵯峨2丁目145 

岐阜市菅生6丁目2‐4 

岐阜市八代1丁目7‐1 

岐阜市切通7丁目13‐17 

岐阜市光町1丁目44 

岐阜市長良葵町1丁目2‐3 

岐阜市芥見長山3丁目94番地2 

岐阜市梅ヶ枝町3丁目41‐3 

岐阜市黒野176番地5 

岐阜市津島町6丁目19

電話番号 

058‐322‐2558 

058‐241‐3535 

058‐296‐4141 

058‐231‐2631 

058‐245‐8838 

058‐233‐0201 

058‐231‐1573 

058‐241‐3332 

058‐263‐5726 

058‐239‐2325 

058‐233‐8811

委託医療機関 

①委託医療機関で受診する場合 

医療機関で健診費用を立て替えてお支払いください。 

健診受診後6か月以内に次のとおり申請してください。 

　申請先　子育て世代包括支援センター、役場健康介護課窓口 
　申請期限　産後健診受診後6か月以内 
　必要書類　・笠松町産後健診費助成申請書 
　　　　　　・産後健診受診票（健診結果が記入され、証明印が押印されたもの） 
　　　　　　・領収書（健診料が明記されたもの） 
　　　　　　・印鑑、申請者の口座番号のわかるもの（通帳など） 

②委託医療機関以外で受診する場合 

宿泊型 

内容 

利用回数上限 

利用料金 
（自己負担金） 

委託医療機関 

医療機関に宿泊 

6回 
（1回：1泊2日） 

1回　7,500円 

松波総合病院 
（笠松町田代185‐1） 

デイサービス型 

日帰りで施設を利用 

7回 
（1回：6時間以内） 

1回　3,750円 

松波総合病院 
（笠松町田代185‐1） 

ママ・ベビーサポートおくむら 
（笠松町清住町41‐3） 

訪問型 
助産師が利用者の 
自宅を訪問 

必要に応じて実施 

無料 

c子育て世代包括支援センター（福祉健康センター内）　蕁388‐7171

　町では、福祉健康センター内に「子育て世代包括支援セン

ター」を開設しています。妊娠期から子育て期まで、切れ目の

ないサポートをする「ワンストップ相談窓口」です。保健師、助

産師などの専門職や関係する機関（保育園・学校・医療機

関など）のスタッフと連携して、子育て世代のみなさんを総合

的にサポートします。どんな些細なことでもお気軽にご相談く

ださい。 

　また、新型コロナウイルス感染症の影響により外出したり人と会う機会が減ったことで、出産や子育

てに関する悩みや不安を一人で抱え込んでいませんか。電話相談や個別相談など、感染予防に配

慮しながら皆さんに寄り添った相談体制を充実させていますので気軽にご利用ください。 

対象者 
健診受診時期と回数 
健診内容 
受診方法 
助成金額 
助成金交付の流れ 

対象者 
 
 
事業内容 

利用方法 

令和2年6月号 
第1117号 4 令和2年6月号 

第1117号 5



令和2年度　町内会長のご紹介 

　町と町民の皆さまのパイプ役となって、住みやすいまちづくりのためにご協力いただいている町内
会長をご紹介します。 

65歳以上の方の介護保険料のお知らせ 

　介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支えるため、40歳以上の方が加入する制度で、皆さ
んの保険料が大切な財源となっています。満40歳になる月から満65歳になる月の前月分までの介護
保険料は皆さんがそれぞれ加入している医療保険の保険料と一緒に徴収され、満65歳になる月から
お住いの市区町村に納付していただきます。 
　町では、今年度の住民税の課税状況をもとに満65歳以上の方の介護保険料を決定し、6月中旬に
介護保険料納入通知書を郵送します。 
　介護が必要となったとき、安心して介護保険のサービスが受けられるよう介護保険料の納付にご
理解とご協力をお願いします。 

〈敬称略〉　〇は新会長 

松 栄 町 1 丁 目  
松 栄 町 2 丁 目  
松 栄 町 3 丁 目  
緑 月 美 町  
春日東陽常盤町 
若 葉 町  
西 金 池 町  
奈 良 町  
二 見 町  
宮 川 町  
八 幡 町  
県 町  
司 町  
港 町  
上 本 町  
下 本 町  
上 新 町  
中 新 町  
下 新 町  
新 町  
弥 生 町  
清 住 町  
美 笠 通 1 丁 目  
美 笠 通 2 丁 目  
美 笠 通 3 丁 目  
友 楽 町  
桜 町  
瓢 町  

西 宮 町  
東 宮 町  
西 町  
柳 原 町  
朝 日 町  
泉 町  
天 王 町  
大 池 町  
門 前 町  
上 柳 川 町  
下 柳 川 町  
田 代 東  
田 代 中  
田 代 西  
長 池 東  
長 池 西  
北 及 第 1  
北 及 第 2  
南 栄 町  
北 門 間  
中 門 間  
下 門 間  
円 城 寺  
中 野  
無 動 寺  
江 川  
米 野  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

笠松地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

笠松地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松枝地域 
 
 
 
 
 
 
 

下羽栗地域 

町内会名 会 長 名 町内会名 会 長 名 

横　井　智　司 
河　村　　　弘 
馬　場　政　男 
林　　　隆　広 
山　田　忠　正 
佐　藤　喜八郎 
堀　　　好　三 
川　島　　　裕 
小　林　正　明 
岩　田　　　修 
杉　山　竹　久 
藤　澤　隆　明 
野々垣　美　樹 
吉　田　孝　之 
福　井　伸　次 
伊　藤　幸　見 
岩　崎　政　次 
長　屋　千　秋 
岩　田　光　弘 
闍　橋　清　和 
林　　　恒　雄 
篠　田　　　貢 
山　田　光　一 
伊　藤　謙　二 
野　田　泰　司 
山　田　善　夫 
高　木　武　彦 
小　栗　敬　彦 

林　　　広　司 
青　山　益　二 
金　森　　　稔 
黒　田　規　之 
磯　田　　　孝 
平　尾　貞　松 
内　藤　吉　雄 
清　水　秀　範 
尾　藤　英　邦 
佐　藤　愼　治 
柴　山　　　一 
吉　田　繁　之 
浅　野　幸　雄 
村　島　陽　逸 
堀　場　栄　嗣 
林　　　好　美 
服　部　哲　直 
奥　田　正　夫 
松　原　安　雄 
金　森　忠　夫 
下　谷　孝　允 
近　藤　秀　隆 
岩　田　利　博 
田　島　秀　明 
古　谷　久仁男 
浅　井　直　明 
岩　井　弘　榮 

〇 
 
〇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 
 
 
〇 
 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
 
 
 

〇 
 
〇 
〇 
〇 
 
 
 
 
 
 
〇 
 
 
〇 
〇 
〇 
 
 
〇 
〇 

第２９号　令和２年度笠松町一般会計補正予算（第２号） 
補正額 2,304,067,000円 

補正後歳入歳出予算額 9,017,068,000円 

［主な補正内容］ 

・新型コロナウイルス感染症対策の強化を図るため、

消毒液など購入する費用を増額 

・住民基本台帳に記録されている者1人につき10万

円の特別定額給付金を支給するために要する諸経

費を計上 

・営業スタイルをテイクアウト方式に切り替え、事業を継

続している店舗に対し、テイクアウトクーポン券事業

補助金を計上 

・児童手当（特例給付を除く）を受給する世帯（0歳

～中学生のいる世帯）に対し、臨時特別給付金を支

給するために要する諸経費を計上 

・篤志者からの指定寄附を活用し、各保育所（園）の

備品購入のための補助金と松枝小学校、笠松中学

校の備品購入費用を増額 

［全て可決］ 

第3回笠松町議会臨時会議決結果（4月30日開会　同日閉会） 
【納付方法】 
　納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。 
①特別徴収：年金の年額が18万円以上の方は年金から天引きされます。6月に決定した保険料の年
額から本年4月、6月、8月の仮徴収分を差し引いた額が10月以降の年金から3回に分けて天引きさ
れます。 
②普通徴収：年金から天引きされない方、65歳になったときや他市区町村から転入したときなどは、納
付書または口座振替により納付していただきます。保険料は6月から翌年3月までの10期に分けて
納付してください。 

c健康介護課　蕁388‐7171

※平成27年度から公費による第1段階の方の保険料の軽減を行っていますが、平成31年度から消費税10%への引き
上げに合わせて第1段階から第3段階の方の保険料の更なる軽減を行っています。 

所得段階 所得などの条件 保険料（年額） 

第1段階 

第2段階 

第3段階 

第4段階 

第5段階 

第6段階 

第7段階 

第8段階 

第9段階 

第10段階 

・生活保護を受給している人 
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または
課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 

・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合
計が年間80万円超120万円以下の人 

・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合
計が年間120万円超の人 

・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、課税
年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 

・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未
満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未
満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未
満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上の人 

21,100円 

35,100円 

49,200円 

63,200円 

70,200円 

84,300円 

91,300円 

105,300円 

119,400円 

133,400円 

令和2年6月号 
第1117号 6 令和2年6月号 

第1117号 7



令和2年度　町内会長のご紹介 

　町と町民の皆さまのパイプ役となって、住みやすいまちづくりのためにご協力いただいている町内
会長をご紹介します。 

65歳以上の方の介護保険料のお知らせ 

　介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支えるため、40歳以上の方が加入する制度で、皆さ
んの保険料が大切な財源となっています。満40歳になる月から満65歳になる月の前月分までの介護
保険料は皆さんがそれぞれ加入している医療保険の保険料と一緒に徴収され、満65歳になる月から
お住いの市区町村に納付していただきます。 
　町では、今年度の住民税の課税状況をもとに満65歳以上の方の介護保険料を決定し、6月中旬に
介護保険料納入通知書を郵送します。 
　介護が必要となったとき、安心して介護保険のサービスが受けられるよう介護保険料の納付にご
理解とご協力をお願いします。 

〈敬称略〉　〇は新会長 

松 栄 町 1 丁 目  
松 栄 町 2 丁 目  
松 栄 町 3 丁 目  
緑 月 美 町  
春日東陽常盤町 
若 葉 町  
西 金 池 町  
奈 良 町  
二 見 町  
宮 川 町  
八 幡 町  
県 町  
司 町  
港 町  
上 本 町  
下 本 町  
上 新 町  
中 新 町  
下 新 町  
新 町  
弥 生 町  
清 住 町  
美 笠 通 1 丁 目  
美 笠 通 2 丁 目  
美 笠 通 3 丁 目  
友 楽 町  
桜 町  
瓢 町  

西 宮 町  
東 宮 町  
西 町  
柳 原 町  
朝 日 町  
泉 町  
天 王 町  
大 池 町  
門 前 町  
上 柳 川 町  
下 柳 川 町  
田 代 東  
田 代 中  
田 代 西  
長 池 東  
長 池 西  
北 及 第 1  
北 及 第 2  
南 栄 町  
北 門 間  
中 門 間  
下 門 間  
円 城 寺  
中 野  
無 動 寺  
江 川  
米 野  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

笠松地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

笠松地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松枝地域 
 
 
 
 
 
 
 

下羽栗地域 

町内会名 会 長 名 町内会名 会 長 名 

横　井　智　司 
河　村　　　弘 
馬　場　政　男 
林　　　隆　広 
山　田　忠　正 
佐　藤　喜八郎 
堀　　　好　三 
川　島　　　裕 
小　林　正　明 
岩　田　　　修 
杉　山　竹　久 
藤　澤　隆　明 
野々垣　美　樹 
吉　田　孝　之 
福　井　伸　次 
伊　藤　幸　見 
岩　崎　政　次 
長　屋　千　秋 
岩　田　光　弘 
闍　橋　清　和 
林　　　恒　雄 
篠　田　　　貢 
山　田　光　一 
伊　藤　謙　二 
野　田　泰　司 
山　田　善　夫 
高　木　武　彦 
小　栗　敬　彦 

林　　　広　司 
青　山　益　二 
金　森　　　稔 
黒　田　規　之 
磯　田　　　孝 
平　尾　貞　松 
内　藤　吉　雄 
清　水　秀　範 
尾　藤　英　邦 
佐　藤　愼　治 
柴　山　　　一 
吉　田　繁　之 
浅　野　幸　雄 
村　島　陽　逸 
堀　場　栄　嗣 
林　　　好　美 
服　部　哲　直 
奥　田　正　夫 
松　原　安　雄 
金　森　忠　夫 
下　谷　孝　允 
近　藤　秀　隆 
岩　田　利　博 
田　島　秀　明 
古　谷　久仁男 
浅　井　直　明 
岩　井　弘　榮 

〇 
 
〇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 
 
 
〇 
 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
 
 
 

〇 
 
〇 
〇 
〇 
 
 
 
 
 
 
〇 
 
 
〇 
〇 
〇 
 
 
〇 
〇 

第２９号　令和２年度笠松町一般会計補正予算（第２号） 
補正額 2,304,067,000円 

補正後歳入歳出予算額 9,017,068,000円 

［主な補正内容］ 

・新型コロナウイルス感染症対策の強化を図るため、

消毒液など購入する費用を増額 

・住民基本台帳に記録されている者1人につき10万

円の特別定額給付金を支給するために要する諸経

費を計上 

・営業スタイルをテイクアウト方式に切り替え、事業を継

続している店舗に対し、テイクアウトクーポン券事業

補助金を計上 

・児童手当（特例給付を除く）を受給する世帯（0歳

～中学生のいる世帯）に対し、臨時特別給付金を支

給するために要する諸経費を計上 

・篤志者からの指定寄附を活用し、各保育所（園）の

備品購入のための補助金と松枝小学校、笠松中学

校の備品購入費用を増額 

［全て可決］ 

第3回笠松町議会臨時会議決結果（4月30日開会　同日閉会） 
【納付方法】 
　納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。 
①特別徴収：年金の年額が18万円以上の方は年金から天引きされます。6月に決定した保険料の年
額から本年4月、6月、8月の仮徴収分を差し引いた額が10月以降の年金から3回に分けて天引きさ
れます。 
②普通徴収：年金から天引きされない方、65歳になったときや他市区町村から転入したときなどは、納
付書または口座振替により納付していただきます。保険料は6月から翌年3月までの10期に分けて
納付してください。 

c健康介護課　蕁388‐7171

※平成27年度から公費による第1段階の方の保険料の軽減を行っていますが、平成31年度から消費税10%への引き
上げに合わせて第1段階から第3段階の方の保険料の更なる軽減を行っています。 

所得段階 所得などの条件 保険料（年額） 

第1段階 

第2段階 

第3段階 

第4段階 

第5段階 

第6段階 

第7段階 

第8段階 

第9段階 

第10段階 

・生活保護を受給している人 
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または
課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 

・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合
計が年間80万円超120万円以下の人 

・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合
計が年間120万円超の人 

・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、課税
年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 

・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未
満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未
満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未
満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上の人 

21,100円 

35,100円 

49,200円 

63,200円 

70,200円 

84,300円 

91,300円 

105,300円 

119,400円 

133,400円 

令和2年6月号 
第1117号 6 令和2年6月号 

第1117号 7



健康ポイント 
対象事業 
 

 
 
フレッシュ健診 
　昨年度受診された方や、新たに申込みをされた方

などには、6月下旬に案内を送付します。申込みをされ

ていない方で受診を希望される方は、健康介護課に

ご連絡いただくか、町ホームページからお申込みくだ

さい。 

　この機会にぜひ受診し、健康管理に役立てましょう。 

c健康介護課　蕁388‐7171

児童手当の現況届 
　児童手当を引き続き受給できる要件を満たしているかを確認する

ため、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。 

　なお、この現況届を提出されないと、6月分以降の手当の支給が停

止しますのでご注意ください。 

6月30日（火） 

役場2階福祉子ども課・松枝公民館・総合会館に提出する

か、「笠松町役場福祉子ども課」へ郵送してください。 

印鑑（スタンプ印不可）、現況届（郵送されたもの）、受給者

の健康保険証の写し 

※対象児童が町外に居住するときは、その児童の世帯全員の住民

票を添付してください。 

公務員の方の児童手当の手続きは、勤務先へお問合

せください。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

子育て世帯への 
臨時特別給付金 

　新型コロナウイルス感染症の

影響を受けている子育て世帯

の生活を支援するため、児童

手当（所得制限超過による特

例給付の対象者は除く）を受

給する世帯に対し、児童1人あ

たり1万円を支給します。支給を

受けるにあたっての申請は不要

です。（ただし、公務員の方は

別途申請が必要です） 

①令和2年4月分

児童手当受給者、②令和2年

3月まで中学生だった児童の児

童手当受給者 

対象児童1人につき

1万円 

児童手当の指定

口座へ6月中旬に振込み（予定） 

※公務員の方は申請受付後、

随時振込みます。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティア団体のご協力で

実施しますので、ご利用ください。 

6月16日（火）　　時間　午前9時30分～11時30分 
役場、笠松中央公民館、松枝公民館、下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、古着（布）も同時

に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114

次期ごみ焼却場に関する公聴会 
　羽島市では、次期ごみ焼却場に関する「羽島都市計画ごみ焼却

場の都市計画決定図書の案」を縦覧するとともに、公述の申出を受

け付け、羽島市都市計画公聴会を開催します。 

　公聴会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク着用、

手指消毒、出席者間のスペース確保、換気などの対応を取りますが、

感染症の影響により中止または延期となる場合があります。 

c羽島市役所都市計画課　蕁392‐1111

緊急地震速報伝達訓練 
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送られてくる緊急情報を、

全国瞬時警報システム（J‐アラート）により皆さんにお伝えする訓練を

行います。 

　災害発生時に落ち着いた行動をとるためには、日ごろから身を守る

訓練をすることが大切です。各家庭で地震の備えや身を守る行動を

確認しましょう。 

c総務課　蕁388‐1111

岐阜基地 
航空機救難消防訓練 

　万が一の航空機事故など発

生時の被害を最小限に止める

ため、法律などで定められた訓

練を行います。訓練に伴い黒

煙が発生しますが、ご了承くだ

さい。 

6月18日（木） 

（予備日6月19日（金）） 

午前5時20分～8時30分 

岐阜基地内 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室 

　蕁382‐1101

工業統計調査などの実施 
　工業統計調査と岐阜県輸出

関係調査を6月1日基準で実施

します。対象事業所には、調査

員がお電話しますので、ご協力

をお願いします。 

【工業統計調査】製造

業を営む従業者4人以上の事

業所／【岐阜県輸出関係調査】

工業統計調査の対象事業所で、

製品などを原形のまま輸出して

いる事業所 

調査票は、6月30日（火）

までにインターネットまたは郵送

で回答してください。 

c企画課　蕁388‐1113

対象者 

日時・場所 

内容 

自己負担金 

令和2年度中に19歳から39歳になる方 
（昭和56年4月2日から平成14年4月1日生まれの方） 

7月 

9日（木） 
16日（木） 
21日（火） 
31日（金） 

9：00～11：30 福祉健康センター 

身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査（血中脂質・肝機能・
貧血・血糖・ヘモグロビンA1c・腎機能） 
500円 
（健診当日に会場でお支払いいただきます） 

　6月21日（日）は、家庭の日

です。心豊かな明るい家庭

づくりをしましょう。 

【今月のテーマ】 
家族みんなが、安全に心がけ 
事故のないように努めましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

6月17日（水）午前10時ごろ 
「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」
と3回繰り返し放送されます。 
各家庭の戸別受信機と屋外子局スピーカーから、訓練放送が一
斉に流れます。 

図書の縦覧・ 
公述申出の受付 

公聴会 

6月3日（水）～17日（水） 
羽島市役所都市計画課 
※土曜日、日曜日は除く 
6月29日（月） 午後7時～ 
不二羽島文化センター　201会議室 

▲お申込みはこちら 

 
 
 
 

 
提出期限 
提出先 
 
持ち物 
 
 
 
注意事項 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
支給対象者 
 
 
 
支給額 
 
支給方法 

 

 
 
日にち 
場所 

 
 
 
 

 
 
 
 
日にち 
 
時間 
場所 

 
 
 
 

 
 
対象 
 
 
 
 
 
回答 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

令和2年6月号 
第1117号 8 令和2年6月号 

第1117号 9



健康ポイント 
対象事業 
 

 
 
フレッシュ健診 
　昨年度受診された方や、新たに申込みをされた方

などには、6月下旬に案内を送付します。申込みをされ

ていない方で受診を希望される方は、健康介護課に

ご連絡いただくか、町ホームページからお申込みくだ

さい。 

　この機会にぜひ受診し、健康管理に役立てましょう。 

c健康介護課　蕁388‐7171

児童手当の現況届 
　児童手当を引き続き受給できる要件を満たしているかを確認する

ため、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。 

　なお、この現況届を提出されないと、6月分以降の手当の支給が停

止しますのでご注意ください。 

6月30日（火） 

役場2階福祉子ども課・松枝公民館・総合会館に提出する

か、「笠松町役場福祉子ども課」へ郵送してください。 

印鑑（スタンプ印不可）、現況届（郵送されたもの）、受給者

の健康保険証の写し 

※対象児童が町外に居住するときは、その児童の世帯全員の住民

票を添付してください。 

公務員の方の児童手当の手続きは、勤務先へお問合

せください。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

子育て世帯への 
臨時特別給付金 

　新型コロナウイルス感染症の

影響を受けている子育て世帯

の生活を支援するため、児童

手当（所得制限超過による特

例給付の対象者は除く）を受

給する世帯に対し、児童1人あ

たり1万円を支給します。支給を

受けるにあたっての申請は不要

です。（ただし、公務員の方は

別途申請が必要です） 

①令和2年4月分

児童手当受給者、②令和2年

3月まで中学生だった児童の児

童手当受給者 

対象児童1人につき

1万円 

児童手当の指定

口座へ6月中旬に振込み（予定） 

※公務員の方は申請受付後、

随時振込みます。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティア団体のご協力で

実施しますので、ご利用ください。 

6月16日（火）　　時間　午前9時30分～11時30分 
役場、笠松中央公民館、松枝公民館、下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、古着（布）も同時

に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114

次期ごみ焼却場に関する公聴会 
　羽島市では、次期ごみ焼却場に関する「羽島都市計画ごみ焼却

場の都市計画決定図書の案」を縦覧するとともに、公述の申出を受

け付け、羽島市都市計画公聴会を開催します。 

　公聴会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク着用、

手指消毒、出席者間のスペース確保、換気などの対応を取りますが、

感染症の影響により中止または延期となる場合があります。 

c羽島市役所都市計画課　蕁392‐1111

緊急地震速報伝達訓練 
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送られてくる緊急情報を、

全国瞬時警報システム（J‐アラート）により皆さんにお伝えする訓練を

行います。 

　災害発生時に落ち着いた行動をとるためには、日ごろから身を守る

訓練をすることが大切です。各家庭で地震の備えや身を守る行動を

確認しましょう。 

c総務課　蕁388‐1111

岐阜基地 
航空機救難消防訓練 

　万が一の航空機事故など発

生時の被害を最小限に止める

ため、法律などで定められた訓

練を行います。訓練に伴い黒

煙が発生しますが、ご了承くだ

さい。 

6月18日（木） 

（予備日6月19日（金）） 

午前5時20分～8時30分 

岐阜基地内 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室 

　蕁382‐1101

工業統計調査などの実施 
　工業統計調査と岐阜県輸出

関係調査を6月1日基準で実施

します。対象事業所には、調査

員がお電話しますので、ご協力

をお願いします。 

【工業統計調査】製造

業を営む従業者4人以上の事

業所／【岐阜県輸出関係調査】

工業統計調査の対象事業所で、

製品などを原形のまま輸出して

いる事業所 

調査票は、6月30日（火）

までにインターネットまたは郵送

で回答してください。 

c企画課　蕁388‐1113

対象者 

日時・場所 

内容 

自己負担金 

令和2年度中に19歳から39歳になる方 
（昭和56年4月2日から平成14年4月1日生まれの方） 

7月 

9日（木） 
16日（木） 
21日（火） 
31日（金） 

9：00～11：30 福祉健康センター 

身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査（血中脂質・肝機能・
貧血・血糖・ヘモグロビンA1c・腎機能） 
500円 
（健診当日に会場でお支払いいただきます） 

　6月21日（日）は、家庭の日

です。心豊かな明るい家庭

づくりをしましょう。 

【今月のテーマ】 
家族みんなが、安全に心がけ 
事故のないように努めましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

6月17日（水）午前10時ごろ 
「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」
と3回繰り返し放送されます。 
各家庭の戸別受信機と屋外子局スピーカーから、訓練放送が一
斉に流れます。 

図書の縦覧・ 
公述申出の受付 

公聴会 

6月3日（水）～17日（水） 
羽島市役所都市計画課 
※土曜日、日曜日は除く 
6月29日（月） 午後7時～ 
不二羽島文化センター　201会議室 

▲お申込みはこちら 

 
 
 
 

 
提出期限 
提出先 
 
持ち物 
 
 
 
注意事項 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
支給対象者 
 
 
 
支給額 
 
支給方法 

 

 
 
日にち 
場所 

 
 
 
 

 
 
 
 
日にち 
 
時間 
場所 

 
 
 
 

 
 
対象 
 
 
 
 
 
回答 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

令和2年6月号 
第1117号 8 令和2年6月号 

第1117号 9



教科書展示会 
　教科書の適正な採択を目的に、令和2年度教科書展示会を行い

ます。保護者や一般の方にも広く公開し、閲覧いただくことで、教科

書や教材に対する理解を深めていただくことも目的としています。ぜ

ひご来場ください。 

6月12日（金）～25日（木） 

午前9時～午後4時30分 

笠松中央公民館2階　図書室 

c郡二町教育委員会　蕁245‐1133

ねんりんピック岐阜2020 
笠松町協賛制度 

　ねんりんピック岐阜2020笠松

町実行委員会では、全国から

本町を訪れる選手や大会関係

者の方を温かく心のこもったお

もてなしでお迎えし、「ねんりん

ピック岐阜2020」を成功させる

ため、広報啓発物品や大会運

営に要する物品の提供にご協

力いただける企業などを募集し

ます。 

 

1.啓発用物品 

2.大会参加記念品 

3.その他実行委員会が必要とする物品 

※協賛品に企業名などを表示する

ことができます。表示方法などに

ついては協議の上、決定します。 

6月1日（月）～8月

31日（月） 

eねんりんピック岐阜2020

笠松町実行委員会事務局 

（福祉子ども課内）蕁388‐1116

 
 
ダンボールコンポスト 
初心者講習会 

　ダンボールコンポストは、家庭

から排出される生ごみを利用し

てたい肥をつくり、生ごみの減

量化を図るものです。できあが

ったたい肥は家庭菜園やプラン

ターなどで活用できます。 

　なお、この講習会に初めて参

加される方には、ダンボールコン

ポスト1セット（箱・基材）を無償

で進呈します。 

6月21日（日） 

午前10時～（約2時間） 

笠松中央公民館1階　集会室 

町内在住者 

無料　　定員　20人 
羽島環境の会 

6月20日（土） 

※定員になり次第締め切り 

e羽島環境の会 

間宮（笠松天領の駅）蕁322‐5558

子育て支援員研修 
　子どもに関わる仕事に携わり

たい方を対象に、子育て支援

員研修を開催します。保育や

子育てに必要な知識や技術を

習得でき、全国で通用する「子

育て支援員」の認定を受けるこ

とができます。 

県内に在住・在勤で

保育や子育て支援分野に従事

することを希望する方 

無料 

※研修資料代を別途徴収する

場合があります。 

県ホームペー

ジをご覧ください。 

c県子育て支援課 

蕁272‐1111（内線2684） 

町職員 
事務職員・技術職員（土木・建築）　各若干名 

令和3年4月1日 

・日本国籍がある方 

・公務員として法律的に欠格事項がない方 

申込用紙（総務課で配布または郵送請求）を役場総務課へ提出してください。 

※申込用紙の郵送を希望される方は、任意様式にて受験者の連絡先電話番号と申込用紙請求の旨を明

記し、返信用封筒（A4サイズが入る大きさで、宛先を記入し、120円分の切手貼付）を同封の上、総務課

へ請求してください。 

7月1日（水）～31日（金）　午前8時30分～午後5時15分 

※土・日・祝日は、申込用紙の交付や受付を行いません。 

※郵送による申込みの場合は7月31日の消印分まで有効 

e総務課　蕁388‐1111（〒501‐6181　笠松町司町1番地） 

令和2年度キャッチフレーズ 
「そっか。いい人生は、 
いい時間の使い方なんだ。」 
「ワクワク・ライフ・バランス」 
　男性と女性が、職場で、学

校で、地域で、家庭で、それ

ぞれの個性と能力を発揮し

尊重し合う「男女共同参画

社会」について、この機会に

考えてみませんか。 

6月23日～29日 
男女共同参画週間 

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験合格者のみ） 

第3次試験 
（第2次試験合格者のみ） 

日時 

場所 

試験方法 

日時 

場所 

試験方法 

日時 

場所 

試験方法 

9月20日（日）　午前8時50分～ 

県立岐阜総合学園高等学校（予定） 

教養試験・事務適性検査・適性検査 

10月17日（土） 

笠松町役場 

作文試験・集団討論 

10月24日（土） 

笠松町役場 

面接試験 

区　分 要　　　件 

大学卒業程度 
事務職員・技術職員 

高校卒業程度 
事務職員・技術職員 

・平成6年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方 
・大学を卒業またはこれと同等以上の学歴を有する方 
・技術職員は、土木または建築に関する専門課程を修めた方 
　（令和3年3月卒業見込みを含む） 

・平成6年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方 
・短大、高校を卒業またはこれらと同等以上の学歴を有する方 
・技術職員は、土木または建築に関する専門課程を修めた方 
　（令和3年3月卒業見込みを含む） 
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時間 
場所 
参加資格 
参加料 
講師 
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対象者 
 
 
費用 
 
 
申込方法・日程 

 

採用予定人数 
採用年月日 
受検資格 

採用試験 

申込方法 
 
 
 
申込受付期間 

募　　　集 

町からのお知らせ 

羽島郡笠松町中野 
387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

令和2年6月号 
第1117号 10 令和2年6月号 

第1117号 11



教科書展示会 
　教科書の適正な採択を目的に、令和2年度教科書展示会を行い

ます。保護者や一般の方にも広く公開し、閲覧いただくことで、教科

書や教材に対する理解を深めていただくことも目的としています。ぜ

ひご来場ください。 

6月12日（金）～25日（木） 

午前9時～午後4時30分 

笠松中央公民館2階　図書室 

c郡二町教育委員会　蕁245‐1133

ねんりんピック岐阜2020 
笠松町協賛制度 

　ねんりんピック岐阜2020笠松

町実行委員会では、全国から

本町を訪れる選手や大会関係

者の方を温かく心のこもったお

もてなしでお迎えし、「ねんりん

ピック岐阜2020」を成功させる

ため、広報啓発物品や大会運

営に要する物品の提供にご協

力いただける企業などを募集し

ます。 
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31日（月） 

eねんりんピック岐阜2020

笠松町実行委員会事務局 

（福祉子ども課内）蕁388‐1116
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初心者講習会 
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てたい肥をつくり、生ごみの減

量化を図るものです。できあが

ったたい肥は家庭菜園やプラン

ターなどで活用できます。 

　なお、この講習会に初めて参

加される方には、ダンボールコン

ポスト1セット（箱・基材）を無償

で進呈します。 

6月21日（日） 

午前10時～（約2時間） 

笠松中央公民館1階　集会室 

町内在住者 

無料　　定員　20人 
羽島環境の会 

6月20日（土） 

※定員になり次第締め切り 

e羽島環境の会 

間宮（笠松天領の駅）蕁322‐5558

子育て支援員研修 
　子どもに関わる仕事に携わり

たい方を対象に、子育て支援

員研修を開催します。保育や

子育てに必要な知識や技術を

習得でき、全国で通用する「子

育て支援員」の認定を受けるこ

とができます。 

県内に在住・在勤で

保育や子育て支援分野に従事

することを希望する方 

無料 

※研修資料代を別途徴収する

場合があります。 

県ホームペー

ジをご覧ください。 

c県子育て支援課 

蕁272‐1111（内線2684） 

町職員 
事務職員・技術職員（土木・建築）　各若干名 

令和3年4月1日 

・日本国籍がある方 

・公務員として法律的に欠格事項がない方 

申込用紙（総務課で配布または郵送請求）を役場総務課へ提出してください。 

※申込用紙の郵送を希望される方は、任意様式にて受験者の連絡先電話番号と申込用紙請求の旨を明

記し、返信用封筒（A4サイズが入る大きさで、宛先を記入し、120円分の切手貼付）を同封の上、総務課

へ請求してください。 

7月1日（水）～31日（金）　午前8時30分～午後5時15分 

※土・日・祝日は、申込用紙の交付や受付を行いません。 

※郵送による申込みの場合は7月31日の消印分まで有効 

e総務課　蕁388‐1111（〒501‐6181　笠松町司町1番地） 

令和2年度キャッチフレーズ 
「そっか。いい人生は、 
いい時間の使い方なんだ。」 
「ワクワク・ライフ・バランス」 
　男性と女性が、職場で、学

校で、地域で、家庭で、それ

ぞれの個性と能力を発揮し

尊重し合う「男女共同参画

社会」について、この機会に

考えてみませんか。 

6月23日～29日 
男女共同参画週間 

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験合格者のみ） 

第3次試験 
（第2次試験合格者のみ） 

日時 

場所 

試験方法 
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場所 

試験方法 
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笠松町役場 
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10月24日（土） 
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・技術職員は、土木または建築に関する専門課程を修めた方 
　（令和3年3月卒業見込みを含む） 

・平成6年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方 
・短大、高校を卒業またはこれらと同等以上の学歴を有する方 
・技術職員は、土木または建築に関する専門課程を修めた方 
　（令和3年3月卒業見込みを含む） 
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物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 
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国税局税務職員 

※詳しくは、ホームページ（「国税庁」で検索）をご覧ください。 

c名古屋国税局人事第二課試験係　蕁052‐951‐3511（内線3451） 

 
 
第一回　就学に関する教育相談会 
　郡二町教育委員会では、就学に関する不安や悩みを抱えるお子

さんと保護者の方を対象に「就学に関する教育相談会」を開催します。 

　一人ひとりのもっている力を伸ばすための学びの場や支援方法を

一緒に考えていきましょう。 

7月21日（火）午前9時～正午、午後1時～4時 

7月22日（水）午前9時～正午 

岐南町中央公民館（岐南町八剣7丁目107） 

原則令和3年度小学校入学予定のお子さんと保護者 

郡内の施設に通っている方は各施設へ、それ以外の方

は郡二町教育委員会へお問合せください。 

6月30日（火） 

※開催日時などに変更が生じた場合は、各関係の園・学校を通して

ご連絡します。 

c郡二町教育委員会　蕁245‐1133

こころの健康相談 
　岐阜保健所では、精神科の

専門医による相談を開催してい

ます。相談することで解決の糸

口が見つかるかもしれません。 

　相談者のプライバシーに配

慮し、秘密は厳守します。また、

ご本人に限らずご家族からの

相談もお受けします。 

　完全予約制ですので、相談

を希望される場合は必ず事前

に電話で予約してください。 

7月6日（月） 

午後2時～3時（1人30分） 

福祉健康センター 

原則、精神科の主治

医のいない方やその家族 

無料 

e岐阜保健所　健康増進

課保健予防係　蕁380‐3004

 
 
楽しいこども館行事 
　小学生や乳幼児親子を対象に次の行事を開

催します。皆さんの参加をお待ちしています。 

　なお、★がついている行事については事前に申

込みが必要です。 

eこども館　蕁388‐0811

受験資格 

受付期間 

試験日 

①令和2年4月1日時点で、高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を
経過していない方や令和3年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの方 
②人事院が①に掲げる方と同等の資格があると認める方 

【インターネット】6月22日（月）午前9時～7月1日（水） 
※インターネット申込みができない環境にある場合は、問合先まで連絡してください。 

【第1次試験】9月6日（日） 
【第2次試験】10月14日（水）～23日（金）のうちの指定する日 

トランプ 
ゲーム オセロ 鬼ごっこ 

4日（土） 8日（土） 5日（土） 

★ピヨピヨひろば 

2日（木） 
3日（金） 

 
 

3日（木） 
4日（金） 

★手づくりクラブ 

14日（火） 
15日（水） 

 
 

15日（火） 
16日（水） 

★Babyひろば 

17日（金）  25日（金） 

★ボラクラブ 

18日（土） 1日（土） 19日（土） 

★つくってみよう 

26日（日） 23日（日） 27日（日） 

7月 8月 9月 

小
学
生 

対象 

午
前
１０
時
〜 

幼
児
親
子 

午
前
１０
時
３０
分
〜 

乳
児
親
子 

午
前
１１
時
〜 

時間 

3（水）.4（木）.5（金） 
15（月）.17（水）.18（木）.19（金） 

6/4、6/19、CCNにて笠松けいば全レースを放送!6/4、6/19、CCNにて笠松けいば全レースを放送!

6/ 4（木） 第3回ぎふ清流カップ（SPⅠ） 
6/19（金） 第44回クイーンカップ（SPⅢ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

6月の開催日程 

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

　外国人労働者の適正な雇用の推進や不法
就労の防止を図るため、特別永住者などを除く
外国人の雇入れや離職の際は、氏名や在留資
格などをハローワークへ届け出てください。 
c岐阜労働局職業対策課　蕁245‐1314

6月は外国人労働者問題啓発月間 
　喫煙は、がん、循環器疾患、呼吸器疾患など生活習慣病の重
大な危険因子であり、喫煙者だけでなく非喫煙者の健康にも影響
を及ぼします。 
　「2020年、受動喫煙のない社会を目指して 

～たばこの煙から子ども達を守ろう～」　 

5月31日から6月6日は禁煙週間です 

杉山邸コラボ企画展「白寿のちりめん細工」 
　新型コロナウイルス感染症の影響による休館に

伴い、企画展の展示期間を次のとおり延長し、開

催しています。昔話の人形や季節の花、吊り飾りを

はじめとするちりめん細工の世界をお楽しみください。 

　なお、再開にあたり感染症予防対策を実施して

います。館内ではマスクの着用にご協力をお願い

します。 

【変更前】4月4日（土）～5月17日（日） 

【変更後】4月4日（土）～7月26日（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館　　　入館料　無料 
c歴史未来館　蕁388‐0161

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
今年のみそぎ餅の実演販売は中止します。 

みそぎ餅実演販売の中止 

 
 
 
 

 
 
 
日時 
 
場所 
対象者 
申込方法 
 
申込期限 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
対象者 
 
相談料 

 
 

 
 
 
 
 
 
期間 
 
時間 
場所 

相　　　談 

イ　ベ　ン　ト 

町からのお知らせ 

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp
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国税局税務職員 

※詳しくは、ホームページ（「国税庁」で検索）をご覧ください。 

c名古屋国税局人事第二課試験係　蕁052‐951‐3511（内線3451） 

 
 
第一回　就学に関する教育相談会 
　郡二町教育委員会では、就学に関する不安や悩みを抱えるお子

さんと保護者の方を対象に「就学に関する教育相談会」を開催します。 

　一人ひとりのもっている力を伸ばすための学びの場や支援方法を

一緒に考えていきましょう。 

7月21日（火）午前9時～正午、午後1時～4時 

7月22日（水）午前9時～正午 

岐南町中央公民館（岐南町八剣7丁目107） 

原則令和3年度小学校入学予定のお子さんと保護者 

郡内の施設に通っている方は各施設へ、それ以外の方

は郡二町教育委員会へお問合せください。 

6月30日（火） 

※開催日時などに変更が生じた場合は、各関係の園・学校を通して

ご連絡します。 

c郡二町教育委員会　蕁245‐1133

こころの健康相談 
　岐阜保健所では、精神科の

専門医による相談を開催してい

ます。相談することで解決の糸

口が見つかるかもしれません。 

　相談者のプライバシーに配

慮し、秘密は厳守します。また、

ご本人に限らずご家族からの

相談もお受けします。 

　完全予約制ですので、相談

を希望される場合は必ず事前

に電話で予約してください。 

7月6日（月） 

午後2時～3時（1人30分） 

福祉健康センター 

原則、精神科の主治

医のいない方やその家族 

無料 

e岐阜保健所　健康増進

課保健予防係　蕁380‐3004

 
 
楽しいこども館行事 
　小学生や乳幼児親子を対象に次の行事を開

催します。皆さんの参加をお待ちしています。 

　なお、★がついている行事については事前に申

込みが必要です。 

eこども館　蕁388‐0811

受験資格 

受付期間 

試験日 

①令和2年4月1日時点で、高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を
経過していない方や令和3年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの方 
②人事院が①に掲げる方と同等の資格があると認める方 

【インターネット】6月22日（月）午前9時～7月1日（水） 
※インターネット申込みができない環境にある場合は、問合先まで連絡してください。 

【第1次試験】9月6日（日） 
【第2次試験】10月14日（水）～23日（金）のうちの指定する日 

トランプ 
ゲーム オセロ 鬼ごっこ 

4日（土） 8日（土） 5日（土） 

★ピヨピヨひろば 

2日（木） 
3日（金） 

 
 

3日（木） 
4日（金） 

★手づくりクラブ 

14日（火） 
15日（水） 

 
 

15日（火） 
16日（水） 

★Babyひろば 

17日（金）  25日（金） 

★ボラクラブ 

18日（土） 1日（土） 19日（土） 

★つくってみよう 

26日（日） 23日（日） 27日（日） 

7月 8月 9月 

小
学
生 

対象 

午
前
１０
時
〜 

幼
児
親
子 

午
前
１０
時
３０
分
〜 

乳
児
親
子 

午
前
１１
時
〜 

時間 

3（水）.4（木）.5（金） 
15（月）.17（水）.18（木）.19（金） 

6/4、6/19、CCNにて笠松けいば全レースを放送!6/4、6/19、CCNにて笠松けいば全レースを放送!

6/ 4（木） 第3回ぎふ清流カップ（SPⅠ） 
6/19（金） 第44回クイーンカップ（SPⅢ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

6月の開催日程 

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

　外国人労働者の適正な雇用の推進や不法
就労の防止を図るため、特別永住者などを除く
外国人の雇入れや離職の際は、氏名や在留資
格などをハローワークへ届け出てください。 
c岐阜労働局職業対策課　蕁245‐1314

6月は外国人労働者問題啓発月間 
　喫煙は、がん、循環器疾患、呼吸器疾患など生活習慣病の重
大な危険因子であり、喫煙者だけでなく非喫煙者の健康にも影響
を及ぼします。 
　「2020年、受動喫煙のない社会を目指して 

～たばこの煙から子ども達を守ろう～」　 

5月31日から6月6日は禁煙週間です 

杉山邸コラボ企画展「白寿のちりめん細工」 
　新型コロナウイルス感染症の影響による休館に

伴い、企画展の展示期間を次のとおり延長し、開

催しています。昔話の人形や季節の花、吊り飾りを

はじめとするちりめん細工の世界をお楽しみください。 

　なお、再開にあたり感染症予防対策を実施して

います。館内ではマスクの着用にご協力をお願い

します。 

【変更前】4月4日（土）～5月17日（日） 

【変更後】4月4日（土）～7月26日（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館　　　入館料　無料 
c歴史未来館　蕁388‐0161

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
今年のみそぎ餅の実演販売は中止します。 

みそぎ餅実演販売の中止 
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イ　ベ　ン　ト 

町からのお知らせ 

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp
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　 役 場  
 
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環境経済課  
住 民 課  
健康介護課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
教育文化課  
会 計 課  
議会事務局  

 
笠松中央公民館 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も
可能ですのでご相談ください。 
□問企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

令和2年5月1日現在（前月比） 
人口 
男 
女 

世帯数 

22,199 
10,728 
11,471 
9,104

人 
人 
人 
世帯 

（増 
（増 
（増 
（増 

19） 
9） 
10） 
28） 

情報公開・個人情報 
保護制度実施状況 

■情報公開制度 
令和元年度の公開状況は

次のとおりです。 

■個人情報保護制度 
令和元年度の個人情報保

護制度の運用状況は、開示、

訂正、削除の請求、不服申

し立てはありませんでした。 

「咲かそうよ 
笑顔の花を 

歯みがきで」 

6月4日から6月10日は 
「歯と口の健康週間」 　新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、今後、本紙

掲載の行事や事業が延期・

中止となる場合があります。 

　町ホームページにて最新

の情報を掲載していますので、

お出かけの際は事前にご確

認いただくか、担当課までお

問合せください。 

蜻新型コロナウイルス
感染症に関する情報
はこちら 

お断り 

処理状況 件数 

公開 

部分公開 

非公開 

不存在 

取り下げ 

請求件数 

13 

5 

0 

0 

0 

18

c環境経済課　蕁388‐1114

■紙類はリサイクルを 
紙類の多くは、リサイクルすることが可能
です。紙類は家庭ごみでなく、資源回収
や地域の集団回収に出しましょう。 

■一緒に食べてコミュニケーションをとろう 
　誰かと一緒に食事をすることを「共食」とい
います。共食をすることで、家族、友人などとコ
ミュニケーションがとれて、より絆が深まります。
また、一人で食べるときよりも、一段と美味しく
食べることができます。 

■1日3食！バランスの良い食事をしよう 
　甘いもの塩辛いものばかり食べていると、か
らだに必要な栄養素が偏って、体調を崩しや
すくなります。「一汁三菜」をこころがけながら
バランスの良い食事をしましょう。 
　また、朝食は1日のリズムをつくる基本となりま
す。1日3食しっかり食べて規則正しい生活を
送りましょう。 

■岐阜県の食材を食べよう　－地産地消－ 
　岐阜県で採れた旬の食材を食べて季節を
感じ、特産物や伝統料理などを通して地域へ
の関心を深めるとともに、生産者の方に対する
感謝の気持ちを持ちましょう。また、地産地消
通して生産者の方を応援しましょう。 

c健康介護課　蕁388‐7171

生ごみ 
39％ 

紙類 
37％ 

プラスチック類 
18％ 

木・草など 
6％ 

生ごみ 
39％ 

紙類 
37％ 

プラスチック類 
18％ 

木・草など 
6％ ■プラスチック製容器包装は 

リサイクルを 
プラスチック製の容器や包装
材は資源ごみに出しましょう。 
 
　　　のマークが目印です。 

■水切りの徹底 
生ごみの約65%は水分です。
水切りを徹底しましょう。 
■食品ロスの削減 
買いすぎ・作りすぎには気を
付けましょう。また、調理方
法を工夫するなどして、食
材は無駄なく使い切りましょう。 

　新型コロナウィルス感染拡大防止のため
の外出自粛により、自宅での食事や不要品
処分などをする機会が増えたことから、家庭
から出されるごみの量が増加しています。 
　このまま家庭ごみが増え続けると、現在の
収集時間の維持が難しくなるばかりでなく、
処理費用も増加してしまいます。 

一人ひとりの心がけによる 
ごみの減量化にご協力を 

お願いします。 

　毎年6月は「食育月間」、毎月
19日は「食育の日」です。 
　「食育月間」は、家庭、地域、職場など社
会全体で、食育推進に取り組むための食育
の強化月間です。 

　健康を育むには、食に関
する正しい知識と望ましい
食習慣を身につけることが
大切です。 

　6月は、「シートベルト・チャイルドシート着用強調月間」です。
シートベルトやチャイルドシートは、交通事故発生時の被害防止
や軽減に欠かすことができません。運転手はもちろん、同乗者
全員がシートベルトを着用する必要があります。全ての座席で
着用を習慣付けましょう。 
　また、万が一の交通事故のとき、子どもを守れるのはチャイルド
シートです。大切なお子さんを守るために、必ず着用しましょう。 

シートベルト・チャイルドシート着用強調月間 

　県下では、5月14日に緊急

事態宣言が解除されていま

すが、町民の皆さんにおかれ

ましては、感染リスクが高まる

3密の回避のほか、マスク着

用や手洗いの徹底などにより、

引き続き感染

予防に努め

ていただきま

すようお願い

します。 

ごみを 
減らしましょう 

在宅時間が増えていることで 
家庭ごみの量が増加しています 

ちょっと実行 ずっと健康 

みんなのヘルスケア 
6月は食育月間 
毎月19日は食育の日 

町からのお知らせ コラム 

～あなたの力を消防団に～ 

消防団員募集 
女性団員も活躍中 

【問合先】総務課　蕁388‐1111

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和2年6月号 
第1117号 14 令和2年6月号 

第1117号 15



　 役 場  
 
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環境経済課  
住 民 課  
健康介護課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
教育文化課  
会 計 課  
議会事務局  

 
笠松中央公民館 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も
可能ですのでご相談ください。 
□問企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

令和2年5月1日現在（前月比） 
人口 
男 
女 

世帯数 

22,199 
10,728 
11,471 
9,104

人 
人 
人 
世帯 

（増 
（増 
（増 
（増 

19） 
9） 
10） 
28） 

情報公開・個人情報 
保護制度実施状況 

■情報公開制度 
令和元年度の公開状況は

次のとおりです。 

■個人情報保護制度 
令和元年度の個人情報保

護制度の運用状況は、開示、

訂正、削除の請求、不服申

し立てはありませんでした。 

「咲かそうよ 
笑顔の花を 

歯みがきで」 

6月4日から6月10日は 
「歯と口の健康週間」 　新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、今後、本紙

掲載の行事や事業が延期・

中止となる場合があります。 

　町ホームページにて最新

の情報を掲載していますので、

お出かけの際は事前にご確

認いただくか、担当課までお

問合せください。 

蜻新型コロナウイルス
感染症に関する情報
はこちら 

お断り 

処理状況 件数 

公開 

部分公開 

非公開 

不存在 

取り下げ 

請求件数 

13 

5 

0 

0 

0 

18

c環境経済課　蕁388‐1114

■紙類はリサイクルを 
紙類の多くは、リサイクルすることが可能
です。紙類は家庭ごみでなく、資源回収
や地域の集団回収に出しましょう。 

■一緒に食べてコミュニケーションをとろう 
　誰かと一緒に食事をすることを「共食」とい
います。共食をすることで、家族、友人などとコ
ミュニケーションがとれて、より絆が深まります。
また、一人で食べるときよりも、一段と美味しく
食べることができます。 

■1日3食！バランスの良い食事をしよう 
　甘いもの塩辛いものばかり食べていると、か
らだに必要な栄養素が偏って、体調を崩しや
すくなります。「一汁三菜」をこころがけながら
バランスの良い食事をしましょう。 
　また、朝食は1日のリズムをつくる基本となりま
す。1日3食しっかり食べて規則正しい生活を
送りましょう。 

■岐阜県の食材を食べよう　－地産地消－ 
　岐阜県で採れた旬の食材を食べて季節を
感じ、特産物や伝統料理などを通して地域へ
の関心を深めるとともに、生産者の方に対する
感謝の気持ちを持ちましょう。また、地産地消
通して生産者の方を応援しましょう。 

c健康介護課　蕁388‐7171

生ごみ 
39％ 

紙類 
37％ 

プラスチック類 
18％ 

木・草など 
6％ 

生ごみ 
39％ 

紙類 
37％ 

プラスチック類 
18％ 

木・草など 
6％ ■プラスチック製容器包装は 

リサイクルを 
プラスチック製の容器や包装
材は資源ごみに出しましょう。 
 
　　　のマークが目印です。 

■水切りの徹底 
生ごみの約65%は水分です。
水切りを徹底しましょう。 
■食品ロスの削減 
買いすぎ・作りすぎには気を
付けましょう。また、調理方
法を工夫するなどして、食
材は無駄なく使い切りましょう。 

　新型コロナウィルス感染拡大防止のため
の外出自粛により、自宅での食事や不要品
処分などをする機会が増えたことから、家庭
から出されるごみの量が増加しています。 
　このまま家庭ごみが増え続けると、現在の
収集時間の維持が難しくなるばかりでなく、
処理費用も増加してしまいます。 

一人ひとりの心がけによる 
ごみの減量化にご協力を 

お願いします。 

　毎年6月は「食育月間」、毎月
19日は「食育の日」です。 
　「食育月間」は、家庭、地域、職場など社
会全体で、食育推進に取り組むための食育
の強化月間です。 

　健康を育むには、食に関
する正しい知識と望ましい
食習慣を身につけることが
大切です。 

　6月は、「シートベルト・チャイルドシート着用強調月間」です。
シートベルトやチャイルドシートは、交通事故発生時の被害防止
や軽減に欠かすことができません。運転手はもちろん、同乗者
全員がシートベルトを着用する必要があります。全ての座席で
着用を習慣付けましょう。 
　また、万が一の交通事故のとき、子どもを守れるのはチャイルド
シートです。大切なお子さんを守るために、必ず着用しましょう。 

シートベルト・チャイルドシート着用強調月間 

　県下では、5月14日に緊急

事態宣言が解除されていま

すが、町民の皆さんにおかれ

ましては、感染リスクが高まる

3密の回避のほか、マスク着

用や手洗いの徹底などにより、

引き続き感染

予防に努め

ていただきま

すようお願い

します。 

ごみを 
減らしましょう 

在宅時間が増えていることで 
家庭ごみの量が増加しています 

ちょっと実行 ずっと健康 

みんなのヘルスケア 
6月は食育月間 
毎月19日は食育の日 

町からのお知らせ コラム 

～あなたの力を消防団に～ 

消防団員募集 
女性団員も活躍中 

【問合先】総務課　蕁388‐1111

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和2年6月号 
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町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

各種相談窓口 子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 

法律相談・ 
悩みごと相談 

3日（水） 

17日（水） 
13：00～15：00 福祉会館 

消費生活相談 
1日（月） 

15日（月） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、6月
11日（木）までにお電話でお申込
みください。蕁388‐7171

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

健康相談 

2日（火） 

12日（金） 

16日（火） 

22日（月） 

10：30～11：30 

10：30～11：30 

13：30～14：30 

14：00～15：30

福祉健康センター 

福祉会館 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

2日（火） 

12日（金） 

16日（火） 

22日（月） 

9：30～11：00 

10：30～11：30 

13：30～14：30 

13：00～14：30

福祉健康センター 

福祉会館 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

18日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子 北及1578‐2 蕁388‐3705

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 田代950‐1 蕁388‐0068 
田島 佳代子 無動寺180 蕁388‐2235 
石黒 百合子 瓢町13‐1 蕁388‐0428

行政相談 

12日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

♪ふれあいリトミック♪ 
6月10日（水）　午前10時～11時 
こども館（田代290番地） 
乳幼児とその保護者 

cこども館　蕁388‐0811※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

知的障がい者 
相談 

身体障がい者 
相談 

図書室からのお知らせ 

笠松中央公民館 
26日（金） 
松枝公民館 総合会館 

■今月のお休み 

■今月のおはなしかいはありません 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、6月11日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

　c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、 
　前もって役場にご確認ください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 

日 医療機関 

7 

14 

21 

28

小寺医院 

森本内科・皮ふ科 

松波総合病院 

けやきクリニック 

所　在 

笠松町美笠通 

笠松町奈良町 

笠松町田代 

岐南町平島 

電　話 

387‐4504 

388‐3600 

388‐0111 

213‐3310

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

こころ歯科医院 

さかえ歯科クリニック 

立松歯科医院 

秋田歯科医院 

所　在 

岐南町徳田 

岐南町伏屋 

笠松町門間 

岐南町三宅 

電　話 

274‐0118 

240‐0644 

388‐2078 

247‐1196

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 
離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
（からだのセルフケア） 

プレパマクラブ 
グループワーク 

3日（水） 
17日（水） 
4日（木） 
11日（木） 
18日（木） 
25日（木） 

22日（月） 

19日（金） 
24日（水） 
2日（火） 
22日（月） 

2日（火） 

22日（月） 
18日（木） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 

9：20～9：40 

9：20～9：30 
9：50～10：00 
9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

ふれあい広場 
～脳元気編～ 

ふれあい広場 
～音楽編～ 

3日（水） 

17日（水） 

10日（水） 

24日（水） 

4日（木） 

18日（木） 

3日（水） 

17日（水） 

10日（水） 

24日（水） 

5日（金） 

19日（金） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

笠松中央 
公民館 

福祉健康 
センター 

納税納付／納期限6月30日（火） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
PayB（ペイビー）でも納付できます。 

町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

町県民税 
介護保険料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 
学校給食費 

1期分 
1期分 
6月分 
6月分 
3期分 

（6月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

6月のカレンダー 

編集後記 

土日を含め毎日更新になりました。 

放送時間 
7：00～、18：00～　ほか 
（月）～（日）　毎日放送 

エリアトピックス 
笠松町の 

身近な話題をお伝えする 
CCNのニュース番組 

地デジ 12ch

チャンネルCCN 

6月の番組案内 

　外出自粛となった今年のGW、皆さんはどのよう
に過ごされましたか。私はどっぷり本の世界に浸り
ました。仕事を意識したつもりはまったくありません
でしたが、読んだうちの1冊が航空自衛隊の広報室
で新米広報官が奮闘する姿を描いた作品でした。 
　広報担当は地域や組織を横断的に見られる数
少ないポジション。充実した広報活動のためにもアン
テナを張って色々なことを吸収していかなければと
気が引き締まる思いで読み終えました。 

〈新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください〉 
6月1日よりインターネット予約の貸出しのみ再開します。
引き続き、図書室内での図書の閲覧やレファレンス
サービスは中止します。なお、予約方法などの詳細は
町ホームページでご確認ください。 

 
日 時  
場 所  
対 象 者  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症 

拡
大
防
止
の
た
め

中
止 

と
な
り
ま
し
た 

新型コロナウイルス感染症 

拡大防止のため中止 
となりました 
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町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

各種相談窓口 子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 

法律相談・ 
悩みごと相談 

3日（水） 

17日（水） 
13：00～15：00 福祉会館 

消費生活相談 
1日（月） 

15日（月） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、6月
11日（木）までにお電話でお申込
みください。蕁388‐7171

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

健康相談 

2日（火） 

12日（金） 

16日（火） 

22日（月） 

10：30～11：30 

10：30～11：30 

13：30～14：30 

14：00～15：30

福祉健康センター 

福祉会館 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

2日（火） 

12日（金） 

16日（火） 

22日（月） 

9：30～11：00 

10：30～11：30 

13：30～14：30 

13：00～14：30

福祉健康センター 

福祉会館 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

18日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子 北及1578‐2 蕁388‐3705

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 田代950‐1 蕁388‐0068 
田島 佳代子 無動寺180 蕁388‐2235 
石黒 百合子 瓢町13‐1 蕁388‐0428

行政相談 

12日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

♪ふれあいリトミック♪ 
6月10日（水）　午前10時～11時 
こども館（田代290番地） 
乳幼児とその保護者 

cこども館　蕁388‐0811※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

知的障がい者 
相談 

身体障がい者 
相談 

図書室からのお知らせ 

笠松中央公民館 
26日（金） 
松枝公民館 総合会館 

■今月のお休み 

■今月のおはなしかいはありません 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、6月11日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

　c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、 
　前もって役場にご確認ください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 

日 医療機関 

7 

14 

21 

28

小寺医院 

森本内科・皮ふ科 

松波総合病院 

けやきクリニック 

所　在 

笠松町美笠通 

笠松町奈良町 

笠松町田代 

岐南町平島 

電　話 

387‐4504 

388‐3600 

388‐0111 

213‐3310

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

こころ歯科医院 

さかえ歯科クリニック 

立松歯科医院 

秋田歯科医院 

所　在 

岐南町徳田 

岐南町伏屋 

笠松町門間 

岐南町三宅 

電　話 

274‐0118 

240‐0644 

388‐2078 

247‐1196

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 
離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
（からだのセルフケア） 

プレパマクラブ 
グループワーク 

3日（水） 
17日（水） 
4日（木） 
11日（木） 
18日（木） 
25日（木） 

22日（月） 

19日（金） 
24日（水） 
2日（火） 
22日（月） 

2日（火） 

22日（月） 
18日（木） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 

9：20～9：40 

9：20～9：30 
9：50～10：00 
9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

ふれあい広場 
～脳元気編～ 

ふれあい広場 
～音楽編～ 

3日（水） 

17日（水） 

10日（水） 

24日（水） 

4日（木） 

18日（木） 

3日（水） 

17日（水） 

10日（水） 

24日（水） 

5日（金） 

19日（金） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

笠松中央 
公民館 

福祉健康 
センター 

納税納付／納期限6月30日（火） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
PayB（ペイビー）でも納付できます。 

町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

町県民税 
介護保険料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 
学校給食費 

1期分 
1期分 
6月分 
6月分 
3期分 

（6月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

6月のカレンダー 

編集後記 

土日を含め毎日更新になりました。 

放送時間 
7：00～、18：00～　ほか 
（月）～（日）　毎日放送 

エリアトピックス 
笠松町の 

身近な話題をお伝えする 
CCNのニュース番組 

地デジ 12ch

チャンネルCCN 

6月の番組案内 

　外出自粛となった今年のGW、皆さんはどのよう
に過ごされましたか。私はどっぷり本の世界に浸り
ました。仕事を意識したつもりはまったくありません
でしたが、読んだうちの1冊が航空自衛隊の広報室
で新米広報官が奮闘する姿を描いた作品でした。 
　広報担当は地域や組織を横断的に見られる数
少ないポジション。充実した広報活動のためにもアン
テナを張って色々なことを吸収していかなければと
気が引き締まる思いで読み終えました。 

〈新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください〉 
6月1日よりインターネット予約の貸出しのみ再開します。
引き続き、図書室内での図書の閲覧やレファレンス
サービスは中止します。なお、予約方法などの詳細は
町ホームページでご確認ください。 

 
日 時  
場 所  
対 象 者  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症 

拡
大
防
止
の
た
め

中
止 

と
な
り
ま
し
た 

新型コロナウイルス感染症 

拡大防止のため中止 
となりました 
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　老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）
は、20歳から60歳になるまでの40年間、国
民年金保険料（以下、「保険料」）を納める
と、満額の年金を受け取ることができます。 
保険料の納め忘れなどにより、納付済期間
が40年間に満たない場合は、満額に近づ
けるために60歳以降でも国民年金に加入
できる任意加入制度があります。 
 
任意加入ができる方 
次の①～④のすべての条件を満たす方です。 
①日本国内に住所がある60歳以上65歳未
満の方 
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けてい
ない方 
③20歳以上60歳未満までの保険料の納付
月数が480月（40年）未満の方 
④厚生年金保険、共済組合などに加入し
ていない方 

手続きに必要な物 
・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など） 
・預貯金通帳、印鑑（金融機関届出印） 
 
注意事項 
・年金を受け取るためには、保険料の受給
資格期間が原則として10年以上必要と
なりますが、この要件を満たしていない65
歳以上の方（ただし、昭和40年4月1日以
前に生まれた方）は70歳になるまで任意
加入ができます。また、外国に居住する
20歳以上65歳未満の日本国籍の方も任
意加入ができます。 
・保険料の納付方法は口座振替です。 
・申出日が加入日となります。（さかのぼっ
て加入することはできません。） 
 
c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161 
　　　　　　住民課　蕁388‐1115

国民年金の任意加入制度をご存じですか？ 

子ども達に豊かな体験活動を 
郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　羽島郡では、放課後や休日でも子ども達が
充実した時間を過ごせるように様々な取組を
行っています。今回は岐南町の様子を紹介し
ます。 
　岐南町では、子ども達の放課後の居場所
づくりの一環として、平成30年度から「放課後
Gさうす」を開催しています。 
　初年度は、各小学校の体育館で、地域の
三世代交流グループ「三ちゃんで遊び隊」の
皆さんに協力をいただいた昔遊び体験教室や、
運動能力測定プログラム「ヘキサスロン」の
器具を使った運動教室を開きました。子ども
達は、剣玉やあや取り、だるま落としなど、普段
は触れる機会の少ない昔ながらの遊びをする
中で、手先や体をたくさん使って遊ぶことの楽
しさを感じていました。また、エアロケットや
ハードルを用いて、楽しみながら走る・跳ぶ・
投げる運動にバランスよく取り組みました。 
　二年目となる昨年度は回数を前期と後期
の2回に増やしました。主に三者懇談中など
の通常より早く帰宅する日に、先述の昔遊び

体験教室や運動教室に加え、キンボールス
ポーツの体験教室も開きました。「三ちゃんで
遊び隊」の皆さんが、前年度から遊びの種類
を増やしたり、遊び道具の工作ができるように
したりして、楽しんで参加できる工夫をしてく
ださったことで、三小学校を合わせて140人の
児童が参加しました。特に、西小学校では学
童保育に通う児童も参加したことで、とてもに
ぎわっていました。 
　キンボールは、毎年岐南町でキンボールス
ポーツ岐阜オープン大会が開かれていますが、
まだまだマイナースポーツで、ルールも知らない
子がほとんどです。しかし、体験教室で初め
て触れる大きなボールを必死で追いかけ、汗
だくになって楽しむ姿が多く見られました。 
　今年度も「放課後Gさうす」は実施する予
定ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の
影響で時期や内容は未定です。しかし、子ど
も達の居場所であるとともに、普段はなかなか
できない豊かな体験ができる貴重な機会です。
充実した内容になるように励んでまいります。 
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　老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）
は、20歳から60歳になるまでの40年間、国
民年金保険料（以下、「保険料」）を納める
と、満額の年金を受け取ることができます。 
保険料の納め忘れなどにより、納付済期間
が40年間に満たない場合は、満額に近づ
けるために60歳以降でも国民年金に加入
できる任意加入制度があります。 
 
任意加入ができる方 
次の①～④のすべての条件を満たす方です。 
①日本国内に住所がある60歳以上65歳未
満の方 
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けてい
ない方 
③20歳以上60歳未満までの保険料の納付
月数が480月（40年）未満の方 
④厚生年金保険、共済組合などに加入し
ていない方 

手続きに必要な物 
・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など） 
・預貯金通帳、印鑑（金融機関届出印） 
 
注意事項 
・年金を受け取るためには、保険料の受給
資格期間が原則として10年以上必要と
なりますが、この要件を満たしていない65
歳以上の方（ただし、昭和40年4月1日以
前に生まれた方）は70歳になるまで任意
加入ができます。また、外国に居住する
20歳以上65歳未満の日本国籍の方も任
意加入ができます。 
・保険料の納付方法は口座振替です。 
・申出日が加入日となります。（さかのぼっ
て加入することはできません。） 
 
c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161 
　　　　　　住民課　蕁388‐1115

国民年金の任意加入制度をご存じですか？ 

子ども達に豊かな体験活動を 
郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　羽島郡では、放課後や休日でも子ども達が
充実した時間を過ごせるように様々な取組を
行っています。今回は岐南町の様子を紹介し
ます。 
　岐南町では、子ども達の放課後の居場所
づくりの一環として、平成30年度から「放課後
Gさうす」を開催しています。 
　初年度は、各小学校の体育館で、地域の
三世代交流グループ「三ちゃんで遊び隊」の
皆さんに協力をいただいた昔遊び体験教室や、
運動能力測定プログラム「ヘキサスロン」の
器具を使った運動教室を開きました。子ども
達は、剣玉やあや取り、だるま落としなど、普段
は触れる機会の少ない昔ながらの遊びをする
中で、手先や体をたくさん使って遊ぶことの楽
しさを感じていました。また、エアロケットや
ハードルを用いて、楽しみながら走る・跳ぶ・
投げる運動にバランスよく取り組みました。 
　二年目となる昨年度は回数を前期と後期
の2回に増やしました。主に三者懇談中など
の通常より早く帰宅する日に、先述の昔遊び

体験教室や運動教室に加え、キンボールス
ポーツの体験教室も開きました。「三ちゃんで
遊び隊」の皆さんが、前年度から遊びの種類
を増やしたり、遊び道具の工作ができるように
したりして、楽しんで参加できる工夫をしてく
ださったことで、三小学校を合わせて140人の
児童が参加しました。特に、西小学校では学
童保育に通う児童も参加したことで、とてもに
ぎわっていました。 
　キンボールは、毎年岐南町でキンボールス
ポーツ岐阜オープン大会が開かれていますが、
まだまだマイナースポーツで、ルールも知らない
子がほとんどです。しかし、体験教室で初め
て触れる大きなボールを必死で追いかけ、汗
だくになって楽しむ姿が多く見られました。 
　今年度も「放課後Gさうす」は実施する予
定ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の
影響で時期や内容は未定です。しかし、子ど
も達の居場所であるとともに、普段はなかなか
できない豊かな体験ができる貴重な機会です。
充実した内容になるように励んでまいります。 
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「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

応募対象　令和元年8月生まれの赤ちゃん　　応募期限　6月30日（火） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください □問企画課　蕁388‐1113

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 

恒成一駕 
つね  なり いち  か  

（田代） 
くん 

令和元年6月12日生 
中島大喜・友莉恵さんの子 

中島紗菜 
なか  しま さ  な  

（中新町） 
ちゃん 

いっぱいお話してくれるように
なったね螢 
これからも元気に育ってね。 

いつも笑顔のさなちゃん螢 
これからもお姉ちゃんと一緒に 
その笑顔でみんなを幸せにして
ね！ 

令和元年6月14日生 
恒成敦博・歩美さんの子 

城田陽 
しろ  た  よう 

（東陽町） 
くん 

令和元年6月20日生 
水口 勝登・由加里さんの子 

水口愛梨 
みず  ぐち  あい  り 

（円城寺） 
ちゃん 

陽君！1歳の誕生日おめでとう螢 
産まれてきてくれてありがとう。 
いっぱい食べてすくすく育ってね！ 

ニコニコ笑顔がとってもかわい
い愛梨ちゃん螢� 
これからもその笑顔をいっぱい
見せてね。 

令和元年6月28日生 
城田翼・詩織さんの子 

世帯主の皆さん 

※給付金の申請書は世帯主宛に5月11日・12日に郵送しました。申請には期限がありますので、早めの申請をお願いしま
す。なお、給付金は、申請書の役場到着日（オンライン申請の場合は申請翌日）から5日程度（土日祝日除く）で、ご指定口
座に振込まれます。また、支給が完了した世帯には、6月中旬より「支給決定及び振込完了通知書」を郵送します。 

□問企画課　蕁388‐1113

申請期限 

特別定額給付金（一律10万円給付） 
の申請はお早めに！！ 

8月14日（金） 消印有効 
特別定額給付金　P.20

　特別定額給付金（一律10万円給付）の申請を受け付け

ています。役場・笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館・

福祉健康センターでは、郵送申請に必要な本人確認書類

や通帳の写しをとるためのコピー機を無料でご利用いた

だけます。 

　給付金関連の詐欺が増加していますので、役場職員 

をかたった電話やメールには十分ご注意ください。 

　町では、マスクボックスや郵送に

よるマスクの寄附を受け付けていま

す。ご家庭で使用予定のないマスク

や未使用の手作りマスクをご寄附い

ただける方は、ぜひご協力をお願い

します。今月号の表紙写真はマスク 

ボックスに寄せられた善意 

のマスクです。 

申請期限 8月14日（金） 

コロナ予防に 
　　　善意の輪　P.2

　商工会加入飲食店のテイクアウト・デ

リバリーメニューの割引が受けられるク

ーポン券を特別定額給付金の申請書に

同封しました。また、6月中旬には、第2

弾として、業種を問わず商工会加入店で 

利用できるクーポンを発行予定です 

ので、ぜひご利用ください♪ 

クーポン券で 
町内のお店を 

お得に応援しよう！　P.20

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、皆さんの

家計や町内事業所を支援するため、経済的支援を展開

します。 

　町と契約されているすべての世帯と事業者を対象に 

水道料金の基本料金とメーター使用料 
を半年間免除します。 
　また、納税が困難な方を対象に、町税の徴収

猶予（延滞金の免除）も行っています。 

新型コロナに関する 
　　　　経済支援　P.3

¥ ×

¥ ×

¥ ×

テイクアウト・デリバリークーポンで 
まちのお店をお得に応援しよう♪ 
　町内飲食店のテイクアウト・デリバリーメニュー

の割引が受けられるクーポン券（3,000円分）を

特別定額給付金の申請書に同封して全世帯に

郵送しました。ぜひご利用ください。 
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